


【条件・待遇】

・エルム楽器の教室運営方針をよく理解いただける方。
　講師覚書規約に基づき稼動していただきます。
・採用試験に合格し、指導者として適格と認められた方に
　ピアノ講師としての仕事を委任させていただきます。
・原則として週３日以上当社教室にて稼動していただける方。
・ヤマハピアノグレード４級、指導グレード４級以上を目指
　して頂きます。
・委任報酬は、担当生徒数、取得グレード、
  他エルム楽器の所定基準に基づき毎翌月２５日に支払われます。

◎　資格取得試験に合格された方は、稼働前にエルム楽器レッスン指導の考え方や指
　　 導手法についての研修を受講いただきます。

◎　試験取得試験に合格し指導者として適任と認められた方に、エルム楽器ピアノ科
　　 講師として生徒を指導する役割を委任（準委任契約）いたします。

◎　原則として２０２7年４月からの契約となります。

◎　契約は１年ごとの更新となります。

◎　レッスン報酬は担当生徒数・コース単価（所有グレード等を元にしたエルム楽器算
　　 定による）等に基づき、毎翌月２５日にお支払いたします。

◆条件・制度


